
事業所番号及びサービスコードについて 

 

○介護予防訪問介護（市内・市外）  

 
事業所番号 サービスコード 

H27.3.31 までに指定 H27.4.1 以降に指定 H27.3.31 までに指定 H27.4.1 以降に指定 

介護予防訪問介護
介護予防訪問介護と同じ

介護予防訪問介護と同じ 介護予防訪問介護と同じ 

予防専門型 
新たな番号 ※１ 

Ａ１ Ａ２ 

生活支援型 新たな番号 ※１ Ａ３ 

 

○介護予防通所介護（市内・市外）  

 
事業所番号 サービスコード 

H27.3.31 までに指定 H27.4.1 以降に指定 H27.3.31 までに指定 H27.4.1 以降に指定 

介護予防通所介護 

介護予防通所介護と同じ

介護予防通所介護と同じ 介護予防通所介護と同じ 介護予防通所介護と同じ 

予防専門型 

新たな番号 ※１ 

Ａ６（※２市外は届出必要） Ａ６ 

ミニデイ型 
新たな番号 ※１ Ａ７ 

運動型 

 

※１ 「新たな番号」と記載している箇所は全て「23A～」の番号があてはまる。 

事業所が基準緩和型サービスを訪問介護等と一体的に行う（一体型または時間外型で指定を受ける）場合等、その事業所に既

に「23A～」の番号が発行されていれば（他市町村による指定も含む）、その後指定を受けるサービスは先に発行された番号が

そのまま適用される。 

※２ 名古屋市外のみなし指定事業所が請求を行う場合には、Ａ６で請求するための本市への届け出（第１号事業費算定に係る届出

書）が別途必要 



平成27年3月31日付厚労省事務連絡「介護保険事務処理
システム変更に係る参考資料の送付について」より抜粋



※１ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者に
　　転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。
　　なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。
※２終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。


